
様式第２号（第３条関係）

委託業務番号 委託業務場所 委託業務概要

契約年月日 契約金額 契約相手方 選定理由 根拠規定

⾧農政第000019号 ⾧浜市

市内農業者の経営安定化を図るため、市場ニーズを
持つ事業者と連携し、需要のある農産物の普及に向
け、実需者と生産者のマッチング及び生産者グルー
プの組織化への支援を行うため、以下の事業を実施
するものとする。
（１）契約品種ごとの部会における生産者間連携の
支援
（２）アグリビジネスの創出に向けた情報発信・情
報提供
（３）実需者と生産者のマッチングや生産者情報の
発信の場づくり

令和8年4月1日 から

本事業は、市内農業者の経営安定化を図るため、市
場ニーズを持つ事業者（以下「実需者」という。）
と連携し、需要のある農産物の普及に向け、実需者
と生産者のマッチング及び生産者グループの組織化
への支援を行うものです。
本事業の遂行には、市内農商工業者や地元農業協同
組合、研究機関、農機メーカー等との協力・連携が
必要であり、その中核として、高い調整能力を発揮
し、不測の事態にも迅速に対応でき、取組の成果を
情報発信できる体制が必要です。
（一社）バイオビジネス創出研究会は、市内農商工
業者や地元農業協同組合、研究・教育機関、農機
メーカー等と協力・連携し、需要の高い農産物の栽
培や水田野菜の生産振興、地域伝承野菜のブランド
化等を通して、農業資源の活用、地域農業の振興に
取り組んできた実績とノウハウを有しています。ま
た、事業化支援施設（⾧浜バイオインキュベーショ
ンセンター）の指定管理者として、産官学連携によ
る創業・事業化支援を行っていることから、事業者
や支援者の幅広いネットワークを有しています。
当法人がこれまで培ってきた上記ノウハウやネット
ワーク、関係機関の協力・連携を引き出す高い調整
能力、市内農家への普及に向けた取組成果の情報発
信能力を有する法人は他にないことから、本事業の
委託契約先として当法人を選定したものです。

 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
⾧浜市田村町1281番地8
一般社団法人 バイオビジネス創出研究会

産業観光部 農政課

契約期間

担当課等

委託業務に係る随意契約締結結果の内容及び理由書

連番

令和８年度⾧浜市事業者連携型農業経営安定化支援事業業務委託

委託業務名称

1

令和9年3月31日 まで

令和8年4月1日 2,000,000円


